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スタンダード市場上場維持基準への適合に関するお知らせ 

 
 当社は、2021 年 12 月 23 日に、スタンダード市場における上場維持基準への適合に向けた計画を提出し、

その内容について開示しております。また、2024年 3月 1日に「上場維持基準の適合に向けた計画に基づ 

く進捗状況について」において、その進捗状況について開示しております。  

この度、株式会社東京証券取引所より「上場維持基準（分布基準）への適合状況について」を受領し、 

当社の判定基準日である 2024 年 12月 20 日時点で、スタンダード市場のすべての上場維持基準に適合し 

ていることを確認しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 当社の上場維持基準の適合状況  

 当社は、移行基準日時点（2021 年６月 30 日）において、スタンダード市場への上場維持基準のうち、流

通株式時価総額について基準を充たしておりませんでした。その後、適合計画書に基づく取組みの結果、流

通株式時価総額についても算定基準日である 2024 年 12 月 20 日時点において基準を充たし、上場維持基

準のすべての項目について基準に適合いたしました。 

 

 
 

株主数 流通株式数 
流通株式 

時価総額 
流通株式比率 

当社の適合 

状況及び 

その推移 

2021年 ６月 30日時点   767人  3,199単位    9.9億   62.4％ 

2022年 12月 20日時点 770人 3,037 単位    8.7億   59.3％ 

2023年 12月 20日時点 628人 2,934 単位 9.5億   57.3％ 

2024年 12月 20日時点 539人 2,126 単位    11.1億   41.5％ 

上場維持基準 400人 2,000 単位     10億   25.0％ 

2024 年 12 月 20 日時点適合状況   適合    適合     適合    適合 

※ 当社の適合状況は、東証が基準日時点で把握している当社の株券等の分布状況等をもとに算出を行った

ものです。 

 

２.  上場維持基準の適合に向けた取組の実施状況及び評価（2021年 12月～2024年 12月） 

 当社は、2021年 12月 23日に公表した「新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書（以下、当初計

画）」において、上場維持基準の適合に向けた基本方針を定めました。 

 

 

＜2021年 12月 23日公表の当初計画＞ 

https://toho-lamac.co.jp/ir-doc/pdf/2022/revivalplan2022.pdf 

 

https://toho-lamac.co.jp/ir-doc/pdf/2022/revivalplan2022.pdf


 

 

基本方針では、中期３ヶ年（2022 年 1 月〜2024 年 12 月）経営計画書〜レマックリバイバルプラン〜』に沿

って改革を進め、フットウェアの市場に新たなサービスを創造し、サステナブルな社会に向けて SDGs達成に

向けた取り組みの推進と、株主様への適切な情報発信と「経営の見える化」に努め、当社の持続的成長と利

益水準の改善による中長期的な企業価値の向上を図り、その結果、株価の向上による流通株式時価総額の適

合を目指してまいりました。当該基本方針に基づき、それぞれの課題について各種取り組みを設定しており

ますが、それらの取り組みの実施状況及び評価は以下の通りです。 

 

 

（1）中期経営計画「レマックリバイバルプラン」の進捗 

 

当初計画のとおり、中期経営計画に基づいた事業活動を行い、この結果として、2024年 12 月期の業績は、

売上高は 4,757 百万円（計画比 88.1%）、営業利益は 6百万円（計画比 1百万円利益増）となりました。売上

高については販売価格の見直しを進めた結果、販売単価は上げることができましたが、一方で販売数量が計

画より大きく減少したため、売上高は大幅に未達になりました。営業利益については、仕入れ価格の見直し

や販売管理費の削減を徹底的に行った結果、計画以上の利益計上となりました。 

 

（2）IR活動の強化 

  

  当初計画では、IR 活動の強化として、下記活動等を検討しておりました。 

 

・希望される株主様とリモート会談を実施 

・株主の皆様との大切なコミュニケーションの場である懇親会の再開 

・株主の皆様への新作展示会のご招待または社内ショールーム見学 

 

前期につきましては、下記の 2つの活動を実施いたしました。 

・株主様との懇親会再開    （2024年 3 月 15日実施） 

・株主様と経営者交流会    （2024年 10月 11日実施） 

 

参加された株主の皆様より大変好評をいただきました。 

今後におきましても引き続き内容を進化させて実施してまいります。 

 

（3）株主還元施策 

当該期間（2024 年 1 月～2024 年 12 月）において、基本方針である株主の皆様への長期的な利益還元を重

要と考え、安定かつ充実した配当を行う方針に従い、3 月に 53 円、9 月に 55 円の配当を実施いたしました。 

 

上述のとおり、2024 年 12月 20 日時点において、当社がスタンダード市場の上場維持基準に適合いたしまし

た。 

当社といたしましては、今後とも引き続きスタンダード市場の上場維持基準の適合を維持すべく、持続可能

な成長と企業価値向上に取り組んで参ります。 

                                      

 

 

 

 

 

以 上 


